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新旧対照表 

（オンラインチャージサービスに関する特約） 

２０２６年６月１日 

改定後 改定前 

第１条（定義等） 

（５）「当社委託先の決済代行会社」とは、

当社がクレジットチャージサービス及び銀

行口座チャージサービスにおいて委託する

決済代行会社である GMO ペイメントゲー

トウェイ株式会社（同社と契約をしている

クレジット発行会社（外国にある会社を含

みます。）及び銀行口座（外国にある会社を

含みます。）をいいます。 

 

 

改定日：2025年 12月 16日 

改定日：2026年 6月 1日 

 

（削除） 

第１条（定義等） 

（５）「当社委託先の決済代行会社」と

は、当社がクレジットチャージサービス及

び銀行口座チャージサービスにおいて委託

する決済代行会社である GMOペイメント

ゲートウェイ株式会社及び株式会社ペイメ

ントフォー（これらと契約をしているクレ

ジット発行会社（外国にある会社を含みま

す。）及び銀行口座（外国にある会社を含

みます。）をいいます。 

 

改定日：附則第１条の効力発生日 

 

 

附則 

第１条（効力発生日） 

本約款の改定は、令和７年１２月１日以降

の新機能を搭載したまちペイアプリのリリ

ース日（別途告知）より効力を有するもの

とします。 

 


